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運営方針

　障害があっても、地域で自立した社会生活を営む　　　ことが出来るように就労の場を提供し、作業を通じて

知識、能力の向上を目指して、支援を行うことを

理念としております。

☆職場での重要な要素である円滑な対人関づくりの　　　　　　　　　　　　　ために、挨拶や言葉使い、日常生活のマナーなど　　　　　　　　　　　　生活の基礎からの確認

☆就労のための情報の提供や技術習得のための支援

☆個々に適した就労を目的とし実習等による経験の
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場を提供すること。
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活動内容

　　　　☆プラスチック製品の組立、検査、箱詰め、　　　　　　　　　　運搬作業をおこないます。

☆作業活動を通じて、生活リズムを整えたり、             働くための体力や意欲を養ったり、
コミュニケーション能力の向上を図ります。
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利用対象者

　☆64歳以下の人

☆身体・知的・難病等対象者

精神的な障がいを持ちの人

☆就労意欲があり就職にチャレンジしたけれど、

雇用に結びつかなかった人

☆今のところは一般就労を考えていないが、
働く機会がほしい人.
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利用料金について
　　　　　  障害総合支援法のきまりにより

個人負担が発生します。

※自己負担額上限内
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スタッフ

　管理者　1名

サービス管理者　1名

就業指導員　1名(非常勤1名)
生活支援員２名(常勤1名非常勤1名)
運転手1名（非常勤1名）
[image: image17.png]


[image: image18.png]





	[image: image19.png]




利用までの流れ

　　　
相談.見学

一度来所して頂きます。

　保健センター・障害福祉課に行って就労継続
支援Ｂ型の申請をおこなってください。


　


　　　障害程度区分がついてない方は認定調査を
受ける。

　　　※市で委託された調査員が伺います。


　

　　　　就労継続支援Ｂ型支援決定

　　　　障害程度区分決定

　　　　※受給者証が送られてきます。



　

　　　　受給者証を持参して来所して頂きます。
　　　 「すてっぷ」と契約を交わしていただきます。


　　

　　　　　　　　　　　利用開始
	

サービス提供日時
月曜日～金曜日　9：00～15：30
土曜日が作業日となる時がある。


　　　　　　　　　一日の流れ

　　　　9：00～10：00　　送迎
　　　　10：00～12：00　（作業途中10分休憩）

　　　　12：00～13：00　　昼食

　　　　13：00～15：20（作業途中10分休憩）

　　　　15：20～15：30　　掃除
　　　　15：30～16：30　　送迎
　　　　


　　　　　　　　送迎サービス

　　　　　送迎サービスを行っています。

　　　　　※ご相談ください。


　　　　　　　　　　
アクセス


お問い合わせ

〒578-0944東大阪市若江西新町5-2－3
ＴＥＬ０６－６７２３－８３３３
　　特定非営利活動法人めぐみの会
就労継続支援Ｂ型
　　　　障害者福祉サービス事業所「すてっぷ」
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